
四日市市告示第１９５号 

四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

 令和２年４月１日 

四日市市長  森 智 広 

 

四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

 四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱（平成２８年四日市市

告示第９０号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の交付額は、次のとおり

とする。ただし、避妊手術及び去勢手

術に係る費用が下記の金額に満たない

ときは、当該手術費用を補助金の額と

する。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の交付額は、次のとおり

とする。 

(1) 避妊手術（雌猫）１頭につき  

６，０００円 

(1) 避妊手術（雌猫）１頭につき  

３，０００円 

(2) 去勢手術（雄猫）１頭につき  

５，０００円 

 

 （登録届出） 

第４条 補助金の交付を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、あ

らかじめ、飼い主のいない猫の避妊等

手術活動登録届出書（第１号様式）を

市長に提出しなければならない。この

場合において、申請者が団体である場

合には第１号様式に登録団体構成員の

(2) 去勢手術（雄猫）１頭につき  

２，５００円 

 

 



うち市内在住の者の名簿を添えて提出

しなければならない。 

２ 申請者は登録事項に変更があったと

き又は登録を廃止しようとするとき

は、飼い主のいない猫の避妊等手術活

動登録事項変更等届出書（第１号様式

の２）をすみやかに市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（交付申請） 

第４条の２ 申請者は、当該猫の避妊又

は去勢手術を実施する前に、飼い主の

いない猫の避妊等手術費補助金交付申

請書（第１号様式の３）を市長に提出

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、当該

猫の避妊又は去勢手術を実施する前に、

飼い主のいない猫の避妊等手術費補助金

交付申請書（第１号様式）を市長に提出

しなければならない。 

 

 （補助金の交付） 

 

 （補助金の交付） 

第６条 市長は、第４条の２の規定によ

る申請書を受理したときは、その内容

を審査し、当該申請が適正であると認

めたときは、交付すべき補助金の額を

決定し、飼い主のいない猫の避妊等手

術費補助金交付決定通知書を申請者に

交付するものとする。 

２から５まで （略） 

第６条 市長は、第４条の規定による申

請書を受理したときは、その内容を審

査し、当該申請が適正であると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を決定

し、飼い主のいない猫の避妊等手術費

補助金交付決定通知書を申請者に交付

するものとする。 

２から５まで （略） 

附 則 附 則 

 （有効期限） （有効期限） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限

り、その効力を失う。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日

限り、その効力を失う。 

 

第１号様式を次のように改める。 



 

 

 



第１号様式の次に次の２様式を加える。 

 

 



 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の飼い主のいない猫の避妊等の手術

費補助金交付要綱第１号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

 

（健康福祉部衛生指導課） 


